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一

　
日
本
に
、
昔
か
ら
あ
っ
た
神
社
、
寺
院
、
藩
校
な
ど
は
、
実
質
的
な
財
団
と
思
わ
れ
る
が
、
財
団
法
人
法
を
明
文
化
し
た
の
は
、

ド
イ
ッ
民
法
を
範
と
し
た
明
治
政
府
で
あ
っ
た
。
以
後
、
日
本
で
も
、
民
法
以
外
に
、
実
質
的
な
財
団
法
人
に
関
す
る
法
は
制
定
さ

れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
S
t
i
f
t
u
n
g
s
r
e
c
h
t
と
銘
を
打
っ
た
立
法
は
な
い
。

　
　
　
ド
イ
ッ
の
財
団
法
人
法
に
つ
い
て
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ロ
ー
マ
法
に
起
源
を
発
す
る
か
ど
う
か
判
ら
な
い
か
、
固
有
の
人
格
を
も
つ
財
団
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
内
部
に
、
信
心
深
い

喜
捨
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
そ
し
て
、
後
期
ロ
ー
マ
法
か
ら
は
、
教
会
e
c
c
l
e
s
i
a
e
と
同
等
に
お
か
れ
、
ま
た
、
団
体
り
0
召
o
r
a

と
し
て
認
め
ら
れ
た
慈
善
営
造
物
に
発
展
し
た
。
私
法
上
の
権
利
能
力
あ
る
財
団
は
、
ロ
ー
マ
キ
リ
ス
ト
教
の
行
わ
れ
た
帝
政
時

代
の
産
物
で
あ
っ
た
。

　
中
世
に
な
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
数
と
質
に
お
い
て
成
長
し
、
教
会
の
全
特
権
に
参
加
す
る
と
こ
ろ
の
教
会
法
主
体
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
ま
た
、
教
会
指
導
お
よ
び
監
督
も
、
カ
ノ
ン
法
の
混
み
い
っ
た
世
話
の
下
に
立
っ
た
。
当
時
、
あ
た
た
か
い
キ
リ
ス
ト
教
の

観
念
か
ら
、
貧
民
救
済
所
、
病
院
、
孤
児
院
な
ど
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
信
仰
、
慈
善
の
目
的
か
ら
出
た
の
で
あ
っ
て
、
聖
職
者
の

監
督
下
に
立
ち
つ
つ
も
、
権
利
主
体
と
し
て
、
自
ら
管
理
も
で
き
た
。
中
世
の
終
り
に
な
る
と
、
信
仰
上
の
財
団
の
外
に
、
こ
れ
と

並
ん
で
、
純
粋
の
世
俗
的
財
団
制
度
が
栄
え
た
。
こ
の
時
以
降
、
ま
た
、
成
長
し
つ
っ
あ
る
数
量
に
お
い
て
宗
教
改
革
以
降
、
財
団

法
人
制
度
は
、
原
則
と
し
て
、
教
会
か
ら
分
離
し
た
。
そ
の
時
、
一
方
で
は
、
嘗
て
の
教
会
的
任
務
、
た
と
え
ば
慈
善
、
教
育
が
世

俗
化
し
、
他
方
で
は
、
財
団
法
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
慈
善
財
団
p
i
a
e

c
a
u
s
a
e
の
古
い
意
味
に
お
い
て
、
一
般
に
包
含
さ
れ
な
い
目

的
の
た
め
に
、
一
般
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
一
般
民
法
上
の
構
成
部
分
と
し
て
、
ま
た
、
教
会
財
団
法
人
は
特
別
の
適
用
事
態
そ

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
、
財
団
が
人
類
の
幸
福
と
か
、
宗
教
目
的
、
文
明
事
業
の
保
護
を
目
的
と
す
る
に
か

か
わ
ら
ず
、
一
時
的
の
時
代
の
風
潮
に
よ
っ
た
り
、
設
立
者
の
偶
然
の
発
意
に
よ
る
も
の
な
ど
生
じ
た
た
め
、
財
団
法
人
は
国
家
立

法
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
設
立
、
変
更
に
は
国
家
の
認
可
を
必
要
と
し
、
ま
た
、
国
家
の
監
督
下
に
立
つ
こ
と
に
な
り
、
繰
り
返
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し
、
立
法
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
財
団
法
人
理
論
に
な
る
と
、
今
世
紀
の
初
め
ま
で
は
、
狭
義
の
財
団
概
念
は
出
来
上
ら
な
か
っ
た
。
社
団
概
念
で
財

団
理
論
を
処
理
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ハ
イ
ゼ
が
、
社
団
と
財
団
の
区
別
を
私
法
分
野
に
持
ち
こ
み
、
そ
の
後
、
シ
ュ
テ
デ
ル
が
相

続
事
件
に
関
聯
し
て
、
独
立
の
財
団
法
人
の
意
義
を
把
握
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
r
H

O
.
G
i
e
r
k
e
;
D
.

P
r
R
.

I

.

S
.

6
4
5
-
｡

H
.
D
a
口
ご
に
『
呪
D
a
s

B
i
i
r
g
e
r
l
i
c
h
e
R
e
c
h
t
{
ﾞ
俵
に
べ
こ
l
こ
呂
ド

　
し
か
し
、
最
近
財
団
の
世
俗
化
か
ま
す
ま
す
進
ん
で
き
て
い
る
の
は
後
に
見
る
通
り
で
あ
る
。

　
で
は
ラ
ン
ト
の
財
団
法
人
法
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ン
ト
の
財
団
法
人
法
の
展
開
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
、
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト

の
政
治
関
係
に
つ
な
が
る
。
ラ
ン
ト
の
財
団
法
人
は
、
初
め
は
、
各
ラ
ン
ト
法
が
規
律
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
バ
イ
エ

ル
ン
の
例
を
次
に
み
ょ
う
。

　
前
世
紀
の
初
め
の
、
財
団
法
人
お
よ
び
自
治
体
財
産
の
一
般
行
政
に
関
す
る
一
八
〇
七
、
一
〇
、
一
日
の
組
織
勅
令
に
よ
っ
て
、

多
く
の
執
行
命
令
が
王
の
行
政
に
移
さ
れ
て
、
自
治
体
及
び
財
団
法
人
財
産
の
管
理
が
、
王
に
収
役
さ
れ
た
。
翌
一
八
○
八
、
五
、

一
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
の
憲
法
六
条
、
一
八
〇
九
、
三
、
二
四
日
の
勅
令
は
、
宗
教
と
教
会
団
体
に
関
す
る
法
源
と
な
っ
た
。

一
八
一
七
、
三
、
六
日
の
財
団
法
人
お
よ
び
自
治
体
に
関
す
る
命
今
は
、
公
の
財
団
法
人
設
立
に
関
す
る
原
則
的
規
則
を
持
込
ん
だ

し
、
ま
た
、
財
団
法
人
を
、
地
域
的
財
団
法
人
、
一
般
的
財
団
法
人
お
よ
び
一
定
の
市
町
村
組
合
に
限
定
さ
れ
な
い
人
的
範
囲
の
財

団
法
人
に
区
分
し
た
。
一
八
一
八
、
五
、
二
六
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
は
、
財
団
法
人
財
産
の
保
護
お
よ
び
信
仰
団
体
の
財
団
法
人

財
産
の
保
険
に
関
す
る
規
定
を
含
ん
で
お
り
、
爾
来
、
財
団
法
人
法
は
こ
の
憲
法
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
。
一
八
三
四
、
七
、
一

〇
日
の
法
五
九
条
に
よ
っ
て
、
地
方
的
教
会
財
産
の
管
理
は
、
自
治
体
に
奪
わ
れ
、
ま
た
教
会
祿
財
団
法
人
の
管
理
も
自
治
体
に
権
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限
を
与
え
た
。
一
八
四
七
、
二
、
二
七
日
の
最
高
命
命
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
内
の
教
会
お
よ
び
学
校
事
務
に
関
す
る
ラ
ン
ト
省
が
設

置
さ
れ
、
財
団
法
人
制
度
の
分
野
に
つ
い
て
の
管
轄
権
も
新
に
規
定
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
財
団
法
人
の
信
仰
、
講
談
の
目
的
の
た

め
の
最
高
の
監
督
は
、
ラ
ン
ト
省
に
帰
属
し
た
。

　
一
九
〇
〇
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
財
団
法
人
の
市
民
法
的
関
係
を
新
に
制
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
民
法
上
の
財
団
法
人
と
公
法
上
の

財
団
法
人
と
に
区
別
し
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
右
の
区
別
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
法
上
の
通
常
生
ず
る
公
的
財
団
法
人
と
私
的
財
団
法
人
の
区
別

を
妨
げ
な
い
。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
施
行
法
に
よ
っ
て
も
、
ラ
ン
ト
法
の
規
定
に
何
ら
の
変
更
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。

　
一
九
一
九
年
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
お
よ
び
一
九
一
九
、
八
、
一
四
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
は
、
一
般
的
な
財
団
法
人
法
の
た
め

に
、
何
ら
の
改
革
も
含
ま
な
か
っ
た
。
た
だ
、
右
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
三
八
条
二
項
お
よ
び
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
八
条
二
項
は
、
財

団
法
人
の
権
利
能
力
の
存
立
、
妨
げ
ら
れ
ざ
る
収
益
、
教
会
財
団
法
人
の
財
産
の
保
証
を
し
た
。
一
九
四
六
、
一
二
、
二
日
の
バ
イ

エ
ル
ン
憲
法
一
四
二
条
お
よ
び
一
四
六
条
は
、
教
会
に
、
自
治
お
よ
び
自
己
管
理
に
関
し
て
の
権
限
を
与
え
、
さ
ら
に
、
所
有
権
の

保
障
、
そ
の
他
信
仰
、
講
義
お
よ
び
公
益
目
的
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
教
会
に
対
し
て
、
教
会
、
宗
教
団
体
お
よ
び
宗
教
上
の
結
合

の
権
利
を
与
え
た
。

　
一
九
四
九
、
五
、
二
三
日
の
基
本
法
（
Ｇ
Ｇ
）
　
一
四
〇
条
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
三
七
条
、
二
二
八
条
を
そ
の
構
成
部
分
と
し

ｍだ
。
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三
　
現
行
財
団
法
人
立
法

　
こ
こ
で
は
、
財
団
法
人
に
関
す
る
現
行
実
定
法
を
取
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
紙
数
と
時
間
の
都
合
で
、
若
干
の
み
あ
げ
得
な
い

の
は
残
念
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
我
国
が
民
法
典
に
僅
か
、
そ
の
他
宗
教
法
入
法
、
私
立
学
校
法
、
社
会
福
祉
事
業
法
、
図
書
館
法

な
ど
に
遠
慮
し
な
が
ら
少
し
触
れ
て
い
る
の
と
は
ち
が
う
。
な
お
、
比
較
的
重
要
で
な
い
と
思
わ
れ
る
条
文
は
割
愛
し
、
語
句
も
な

る
べ
く
簡
略
に
し
た
。
以
下
の
原
文
は
（
y
o
泥
∽
t
｢
r
k
『
o
d
t
:

S
t
i
f
t
u
n
g
s
r
e
c
h
t
｡

G
e
l
t
e
乱
e

V
o
r
s
c
h
r
i
f
t
e
n

u
n
d
『
e
訃
t
s
p
o
l
i
-

t
i
s
c
h
e

V
o
r
s
c
h
l
a
g
e
｡

1
9
6
2
-
3
｡

v
e
r
l
a
g

A
u
g
u
s
t

L
u
t
z
e
y
e
r
｡

X

M
a
t
e
r
i
a
l
i
e
n
お
よ
び
D
r
.

E
g
o
n

A
r
n
o
l
d
…
…
‥

F
o
r
m
u
l
a
r
-
K
o
m
m
e
n
t
a
r

]
[

B
i
i
r
g
e
r
l
i
c
h
e
s

R
e
c
h
t

2
0

A
u
f
l
｡
C
a
r
i

n
e
y
m
a
n
n
s
v
e
r
l
a
g
.

K
o
:
I
n

1
9
6
0
｡

S
｡

1
7
3
-
｡

に
よ
っ
た
。

１
　
Ｂ
Ｇ
Ｂ

　
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
法
人
を
、
社
団
法
人
、
財
団
法
人
お
よ
び
公
法
上
の
法
人
に
三
分
し
た
。
八
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
三
一
条
の
規

定
は
、
国
庫
な
ら
び
に
公
法
上
の
団
体
、
財
団
法
人
お
よ
び
営
造
物
に
準
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
公
法
上
の
団
体
、
財
団
法
人
お
よ
び

営
造
物
に
、
破
産
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
同
様
に
、
四
二
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
財
団
法
人
に
は
、
私
法
上

の
財
団
法
人
と
公
法
上
の
財
団
法
人
と
存
在
す
る
。
更
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
社
団
法
人
を
、
経
済
的
社
団
法
人
と
非
経
済
的
社
団
法
人
と

に
区
別
す
る
が
、
財
団
法
人
に
は
こ
の
区
別
が
な
い
か
ら
、
経
済
的
財
団
法
人
の
存
立
も
あ
り
得
る
。

　
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
財
団
法
人
の
定
義
を
掲
げ
て
い
な
い
。
通
説
は
、
財
団
法
人
は
一
定
の
目
的
た
る
事
業
を
、
永
続
的
に
遂
行
す
る
た
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め
に
、
設
立
者
が
一
定
の
財
産
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
団
体
員
を
も
た
な
い
独
立
の
結
合
体
を
い
う
、
と
す
る
。

　
財
団
法
人
は
、
寄
附
行
為
S
t
i
f
t
u
n
g
s
g
e
s
c
h
a
f
t
と
主
務
官
庁
の
認
可
に
よ
っ
て
成
立
す
る
（
八
〇
）
。
寄
附
行
為
は
、
財
団
法

人
の
目
的
を
示
し
、
ま
た
、
新
し
い
権
利
主
体
を
認
め
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
設
立
者
の
意
思
表
示
で
あ
る
。

　
財
団
法
人
は
、
自
治
規
定
V

e
r
t
a
s
s
u
n
g
を
も
つ
。
こ
れ
は
、
ラ
イ
ヒ
や
ラ
ン
ト
の
法
律
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
寄
附
行
為

に
基
礎
を
お
く
（
八
五
）
。
財
団
法
人
は
理
事
団
を
も
ち
、
そ
の
代
理
権
は
、
社
団
法
人
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
。

　
財
団
法
人
は
、
万
一
、
財
団
法
人
目
的
の
遂
行
が
不
可
能
に
な
る
か
、
ま
た
は
、
財
団
法
人
が
公
益
に
危
険
を
及
ぼ
す
場
合
は
、

彼
を
監
督
す
る
国
家
の
監
督
官
庁
に
よ
っ
て
解
散
さ
れ
る
。

　
公
法
上
の
財
団
法
人
は
、
国
家
の
賦
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
人
に
ま
で
た
か
め
ら
れ
た
財
産
集
団
で
あ
る
。
こ
の
財
団
法
人

は
、
結
局
、
一
方
に
は
組
織
E
F
応
訃
E
品
と
し
て
存
立
し
、
他
方
、
万
一
財
団
法
人
が
、
唯
財
政
的
財
産
の
み
を
持
つ
場
合
に

限
り
、
通
例
、
同
時
に
営
造
物
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

２
　
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ

　
Ａ
　
ラ
イ
ヒ
の
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
（
省
略
）

　
Ｂ
　
ラ
ン
ト
の
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
例

　
①
　
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
民
法
施
行
法
（
一
九
五
八
、
七
、
一
）

第
六
条
　
財
団
法
人
の
自
治
規
定
は
、
氏
名
、
住
所
、
目
的
、
財
産
お
よ
び
機
関
に
関
し
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
財
団
法
人
の
機
関
は
、
財
団
法
人
財
産
が
、
減
少
さ
れ
な
い
で
永
続
的
に
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
財
団
法
人
財
産
は
他
の
財
産
か
ら
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
剰
余
金
は
安
全
に
、
収
益
あ
る
よ
う
に
支
出
さ
れ
ね
ば

一一－120 一一一･･



　
な
ら
ぬ
。
寄
附
行
為
は
こ
れ
と
異
な
っ
た
規
定
が
で
き
る
。

第
八
条
　
財
団
法
人
は
、
ラ
ン
ト
の
監
督
下
に
立
つ
。
監
督
の
範
囲
は
当
局
の
才
量
に
よ
る
。
監
督
官
庁
は
、
慈
善
財
団
法
人
が
、

　
財
団
法
人
の
目
的
に
対
し
て
一
定
の
方
法
で
、
設
立
者
の
意
思
に
合
す
る
よ
う
に
役
立
つ
べ
く
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
「
設
立
者
が
、
認
可
の
前
に
死
亡
し
た
と
き
は
、
監
督
官
庁
は
、
認
可
と
共
に
、
も
し
財
団
法
人
目
的
が
必
要
と
す
る
場

　
合
、
ま
た
は
、
重
要
な
事
由
が
存
存
す
る
場
合
は
、
そ
の
才
量
に
従
っ
て
、
寄
附
行
為
を
変
更
し
た
り
、
ま
た
補
充
で
き
る
。
財

　
団
法
人
目
的
は
、
そ
の
旅
行
が
不
能
に
な
る
か
、
公
益
が
侵
さ
れ
る
と
き
に
の
み
変
更
で
き
る
。
」
「
設
立
者
が
、
別
段
の
規
定
を

　
置
か
な
い
限
り
、
彼
の
相
続
人
は
、
右
に
つ
き
、
予
め
意
見
を
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
」

第
一
〇
条
　
寄
附
行
為
は
、
財
団
法
人
機
関
の
決
定
に
よ
っ
て
、
変
更
し
得
る
。
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
こ
の
決

　
定
に
は
、
監
督
官
庁
の
認
可
が
必
要
で
あ
る
。
設
立
者
が
、
生
存
中
は
、
予
め
意
見
を
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
一
条
　
監
督
官
庁
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
七
条
を
準
用
し
な
い
限
り
、
寄
附
行
為
を
、
関
係
の
本
質
変
更
の
た
め
に
、
特
に
寄
附
行
為

　
の
規
定
が
実
行
し
が
た
い
場
合
に
、
変
更
で
き
る
。
設
立
者
の
生
存
中
は
、
意
見
を
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
財
団
法
人
機
関

　
は
、
予
め
意
見
を
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

第
一
二
条
　
監
督
官
庁
は
、
財
団
法
人
の
全
事
務
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
監
督
官
庁
は
、
営
造
物
お
よ
び
財
団
法
人
の
組

　
織
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
六
条
　
「
財
団
法
人
の
理
事
団
は
、
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
監
督
官
庁
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
」
「
寄
附
行

　
為
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
通
例
三
人
、
た
だ
し
少
く
と
も
二
人
の
理
事
団
員
が
存
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」

第
一
七
条
（
第
一
項
略
）
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機
関
ま
た
は
そ
の
構
成
員
の
代
表
権
は
、
寄
附
行
為
に
よ
っ
て
、
法
律
上
の
規
定
に
対
し
て
拡
張
ま
た
は
制
限
さ
れ
る
場
合
、
こ

　
れ
ら
は
、
証
明
書
に
記
入
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

第
一
八
条
　
監
督
官
庁
は
、
財
団
法
人
機
関
の
構
成
員
を
、
重
要
な
事
由
に
よ
り
免
職
し
た
り
、
他
の
地
位
に
転
ず
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
重
要
な
事
由
と
は
、
特
に
構
成
員
が
粗
雑
な
責
務
違
反
を
行
っ
た
と
か
、
ま
た
は
、
秩
序
あ
る
業
務
執
行
に
不
適
当
な
場
合

　
で
あ
る
」
。
「
監
督
官
庁
は
、
財
団
法
人
機
関
の
構
成
員
と
し
て
の
活
動
を
、
も
し
そ
れ
が
、
財
団
法
人
の
福
祉
に
必
要
と
す
る
場

　
合
は
、
官
庁
の
才
量
に
よ
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
、
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
「
財
団
法
人
機
関
の
他
の
構
成
員
は
、
前
も
っ
て
意

　
見
を
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」

第
一
九
条
　
寄
附
行
為
ま
た
は
自
治
規
定
が
、
財
団
法
人
の
廃
止
を
、
機
関
の
決
議
に
よ
っ
て
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
れ
に
つ
い

　
て
、
監
督
官
庁
の
認
可
が
必
要
で
あ
る
。
認
可
は
、
こ
れ
が
設
立
者
の
意
思
か
ら
出
た
場
合
か
、
財
団
目
的
が
達
成
し
た
か
、
ま

　
た
は
も
は
や
遂
行
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
の
み
与
え
ら
れ
る
。

第
二
〇
条
　
寄
附
行
為
に
財
産
帰
属
に
つ
い
て
何
ら
の
規
定
の
な
い
場
合
は
、
ま
だ
現
存
の
財
産
は
、
国
庫
に
帰
す
る
。
こ
の
場
合

　
は
、
財
産
を
で
き
る
だ
け
財
団
法
人
の
目
的
に
そ
う
よ
う
な
方
法
で
役
立
た
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
②
バ
イ
エ
ル
ン
の
一
九
五
四
、
一
一
、
二
六
日
の
財
団
法
人
法
（
抄
録
）

　
（
前
文
略
）

第
一
条
　
「
こ
の
法
律
の
意
味
に
お
け
る
財
団
法
人
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
お
よ
び
公
法
上
の
権
利
能
力
あ
る
財
団
で
あ
る
。
」
「
こ
の
法
律
上

　
の
意
味
に
お
け
る
公
法
上
の
財
団
法
人
は
、
専
ら
公
的
目
的
を
追
及
し
、
お
よ
び
、
州
、
市
町
村
、
市
町
村
組
合
は
ま
た
そ
の
他

　
の
財
団
法
人
そ
れ
自
身
が
一
の
公
法
上
の
組
織
を
形
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
公
法
上
の
団
体
も
し
く
は
営
造
物
と
、
機
関
的
に
関
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係
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
財
団
法
人
で
あ
る
。
」
「
こ
の
法
律
の
意
味
に
お
け
る
公
的
財
団
法
人
は
専
ら
私
的
目
的
を
追
求
し
な
い
と

　
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
上
の
権
利
能
力
あ
る
財
団
お
よ
び
公
法
上
の
権
利
能
力
あ
る
財
団
で
あ
る
。
公
的
目
的
と
し
て
は
、
宗
教
、
科

　
学
、
研
究
、
教
育
、
教
授
、
養
育
、
技
術
、
記
念
物
保
護
、
郷
士
天
然
記
念
物
保
護
、
ス
ポ
ー
ッ
、
学
芸
ま
た
は
そ
の
他
の
公
益

　
に
役
立
つ
目
的
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
」

第
二
条
　
「
慈
善
意
思
（
寄
附
行
為
者
の
意
思
）
の
尊
重
は
、
こ
の
法
律
を
取
扱
う
場
合
の
最
高
の
指
針
で
あ
る
。
」
「
財
団
法
人

　
は
、
そ
の
存
続
と
氏
名
の
権
利
を
も
つ
。
」

第
三
条
　
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
上
の
財
団
法
人
は
、
寄
附
行
為
S
t
i
f
t
u
n
g
s
g
e
s
c
h
a
f
t
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
〇
条
な
い
し
八
四
条
お
よ
び
本
法
五
条
お

　
よ
び
六
条
に
基
づ
く
認
可
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
財
団
法
人
は
適
当
に
公
的
目
的
を
遂
行
す
る
と
き
は
、
認
可
さ
れ
な
け
れ
ば
な

　
ら
ぬ
。

第
四
条
　
「
公
的
財
団
法
人
は
、
寄
附
行
為
お
よ
び
Ｂ
Ｇ
Ｂ
ハ
○
条
な
い
し
八
四
条
の
準
用
に
よ
る
認
可
お
よ
び
本
法
五
条
、
六
条

　
に
よ
り
成
立
す
る
。
認
可
は
、
財
団
法
人
が
本
法
に
よ
り
ま
た
は
認
可
主
務
官
庁
の
協
力
の
下
に
設
立
さ
れ
る
場
合
は
、
省
略
さ

　
れ
る
。
」
「
公
法
上
の
財
団
法
人
は
寄
附
行
為
に
、
お
よ
び
認
可
を
必
要
と
す
る
限
り
認
可
決
定
に
際
し
て
公
法
上
の
財
団
法
人
と

　
し
て
明
白
に
、
表
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」

第
五
条
　
認
可
は
、
財
団
目
的
の
永
続
的
実
現
が
、
財
団
法
人
財
産
の
収
益
か
ら
、
確
実
に
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
の
み
与

　
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
「
認
可
手
続
に
手
数
料
は
要
ら
な
い
。
」

第
六
条
　
財
団
法
人
の
設
立
に
必
要
な
認
可
は
、
当
該
ラ
ン
ト
省
が
主
務
官
庁
と
し
て
与
え
る
。

第
八
条
　
「
財
団
法
人
は
寄
附
行
為
o
a
t
z
u
n
c
r
を
持
だ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
寄
附
行
為
は
、
法
律
に
基
づ
か
な
い
限
り
、
寄
附
行
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為
S
t
i
f
t
u
n
g
s
g
e
s
c
h
a
f
t
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
Ｌ
「
寄
附
行
為
は
、
財
団
法
人
の
氏
名
、
住
所
、
目
的
、
財
産
お
よ
び
機
関
な

　
ら
び
に
財
団
法
人
収
益
の
使
用
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
寄
附
行
為
は
認
可
に
際
し
、
寄
附
行
為
者
の
生
存
中
に

　
な
お
同
意
を
得
る
限
り
に
お
い
て
、
修
補
さ
れ
得
る
。
」
「
財
団
法
人
の
寄
附
行
為
の
変
更
は
、
認
可
主
務
官
庁
の
認
可
を
必
要
と

　
す
る
四
条
一
項
後
段
が
準
用
さ
れ
る
。
」

第
一
〇
条
　
財
団
法
人
の
財
産
は
、
現
状
の
ま
ま
、
完
全
に
維
持
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
財
産
は
他
の
財
産
か
ら
分
離
さ
れ

　
て
維
持
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
一
条
　
財
団
法
人
財
産
は
、
理
由
な
く
し
て
、
州
、
市
町
村
、
市
町
村
組
合
ま
た
は
そ
の
他
の
公
法
上
の
団
体
の
営
造
物
に
編

　
入
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
二
条
　
財
団
法
人
財
産
の
収
益
お
よ
び
不
時
の
消
費
に
予
定
さ
れ
る
補
助
金
は
、
た
だ
、
財
団
法
人
目
的
に
合
致
し
て
の
み
れ

　
使
わ
れ
る
。

第
一
五
条
　
「
財
団
法
人
機
関
の
構
成
員
は
、
財
団
法
人
財
産
の
誠
実
か
つ
経
済
的
な
管
理
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
」
「
自
己
の

　
義
務
を
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
犯
す
と
こ
ろ
の
機
関
構
成
員
は
、
財
団
法
人
に
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
賠
償
を
義

　
務
づ
け
ら
れ
る
。
生
じ
た
損
害
に
対
し
て
数
人
の
構
成
員
が
同
時
に
責
任
が
あ
る
と
き
は
、
彼
ら
は
共
同
債
務
者
と
し
て
の
責
を

　
負
う
。
」

第
一
六
条
　
公
法
上
の
財
団
法
人
の
役
職
に
対
し
て
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
公
務
員
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
財
団
法
人
の
役
職
は
、
財

　
団
法
人
の
寄
附
行
為
に
従
う
当
該
機
関
に
任
命
、
昇
進
お
よ
び
免
職
さ
れ
る
。

第
一
七
条
　
（
第
一
項
、
略
）
財
団
法
人
廃
止
の
前
に
、
財
団
法
人
の
機
関
に
意
見
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
寄
附
行
為
者
の
存
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命
中
は
、
一
項
、
二
項
の
処
置
の
た
め
に
意
見
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

第
一
八
条
　
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
七
条
の
意
味
の
主
務
官
庁
は
認
可
主
務
官
庁
で
あ
る
。
法
律
に
よ
り
、
ま
た
は
、
認
可
主
務
官
庁
の
協
力
の

　
下
に
設
立
さ
れ
た
財
団
法
人
で
は
、
財
団
法
人
を
設
立
し
た
処
の
そ
の
者
が
認
可
主
務
官
庁
に
代
る
。

第
一
九
条
　
財
団
法
人
の
変
更
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
七
条
に
い
わ
ゆ
る
条
件
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
同
種
、
多
数
の
財
団
法

　
人
の
合
併
も
こ
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
新
し
い
財
団
法
人
は
、
合
併
に
伴
っ
て
法
人
格
を
取
得
す
る
。
新
設
財
団
法

　
人
の
消
滅
の
場
合
に
は
、
合
併
さ
れ
た
財
団
法
人
は
再
び
生
き
返
ら
な
い
。

第
二
〇
条
　
財
団
法
人
の
解
散
に
つ
い
て
、
何
ら
の
帰
属
権
者
が
決
ま
っ
て
い
な
い
と
き
は
、
一
般
の
財
団
法
人
の
財
産
は
国
庫

　
に
、
自
治
体
財
団
法
人
は
類
似
の
地
域
団
体
に
、
お
よ
び
宗
教
財
団
法
人
は
類
似
の
財
団
法
人
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ

　
れ
に
よ
っ
て
、
法
律
上
の
相
続
人
と
し
て
帰
属
す
る
国
庫
に
、
相
続
財
産
に
関
す
る
こ
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。
国
庫
に
帰
属
す

　
る
に
際
し
て
は
認
可
官
庁
が
、
自
体
体
地
域
団
体
ま
た
は
教
会
に
帰
属
す
る
に
際
し
て
は
そ
の
折
々
の
該
当
機
関
が
、
財
産
を
、

　
最
も
可
能
的
な
財
団
法
人
目
的
に
適
応
す
る
方
法
で
、
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
で
き
る
だ
け
、
お
互
に
財
団
法

　
人
を
近
似
の
目
的
の
規
定
で
行
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
際
、
解
散
し
た
財
田
法
人
の
社
会
的
、
且
つ
信
仰
上
の
結
合
が
、
考
慮
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

第
二
一
条
　
「
財
団
法
人
は
本
法
第
四
章
に
は
関
係
し
な
い
と
こ
ろ
の
ラ
ン
ト
の
特
別
の
保
護
の
下
に
在
る
。
こ
の
目
的
の
た
め

　
に
、
財
団
法
人
は
、
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
る
」
。
「
保
護
義
務
の
遂
行
に
は
、
認
可
官
庁
の
最
高
監
督
の
下
に
、
管
理
を
義

　
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
。
「
認
可
官
庁
に
よ
っ
て
、
財
団
法
人
制
度
に
関
し
て
、
一
の
ラ
ン
ト
議
会
委
員
会
が
構
成
さ
れ
る
。
ラ
ン

　
ト
議
会
委
員
会
は
認
可
の
主
務
官
庁
に
助
言
を
与
え
る
任
務
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
財
団
法
人
制
度
の
推
進
保
護
を
彼
に
義
務
づ
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け
て
い
る
。

第
二
二
条
　
財
団
法
人
監
督
官
庁
は
、
財
団
法
人
を
、
彼
ら
の
任
務
を
充
す
に
際
し
て
は
理
解
あ
る
よ
う
に
助
言
し
、
支
援
し
且
つ

　
保
護
し
、
な
ら
び
に
財
団
法
人
機
関
の
決
断
力
お
よ
び
自
己
責
任
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
三
条
　
「
財
団
法
人
監
督
官
庁
は
、
合
秩
序
的
且
つ
適
法
の
賦
与
を
監
視
す
る
。
財
団
法
人
監
督
官
庁
は
、
財
団
法
人
の
事
務

　
が
、
法
律
お
よ
び
財
団
法
人
寄
附
行
為
と
調
和
し
て
配
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
さ
い
、
財
団
法
人
監
督
官
庁
は
、

　
と
く
に
、
財
団
法
人
財
産
の
管
理
な
ら
び
に
そ
の
収
益
の
、
財
団
法
人
的
使
用
お
よ
び
不
時
の
追
加
金
を
再
検
討
す
る
。
」
「
財
団

　
法
人
監
督
官
庁
は
、
財
団
法
人
の
全
事
務
に
つ
い
て
知
る
権
能
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
財
団
法
人
監
督
官
庁
は
、
特
別
の
営
造
物

　
お
よ
び
財
団
法
人
の
組
織
を
監
視
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
事
務
お
よ
び
金
銭
出
納
を
検
査
し
、
ま
た
は
財
団
法
人
の
広
範
囲
の
コ

　
ス
ト
を
検
査
せ
し
め
、
な
ら
び
に
報
告
お
よ
び
記
録
を
請
求
せ
し
む
。
（
以
下
略
）
。

第
三
五
条
　
「
地
方
的
、
郡
市
区
的
自
治
体
の
、
お
よ
び
県
郡
的
自
治
体
の
財
団
法
人
（
自
治
体
財
団
法
人
）
は
、
そ
れ
ら
の
目
的

　
が
、
そ
の
時
の
自
治
体
の
任
務
範
囲
に
存
り
か
つ
本
質
的
に
地
域
団
体
の
空
間
的
拡
が
り
か
ら
は
逸
脱
し
な
い
。
」
「
自
治
体
財
団

　
法
人
の
代
理
と
管
理
は
、
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
市
町
村
、
郡
、
県
の
代
理
お
よ
び
管
理
に
つ
い
て
権
限
あ
る

　
機
関
が
義
務
を
負
う
。
」
（
以
下
略
）

第
三
六
条
　
本
法
の
意
味
の
教
会
財
団
法
人
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ル
ー
テ
ル
派
新
教
、
お
よ
び
改
革
派
新
教
の
教
会
の
、
主
要
な
宗

　
教
目
的
に
捧
げ
ら
れ
た
財
団
法
八
で
あ
る
。
寄
附
行
為
上
、
ラ
ン
ト
の
官
庁
、
市
町
村
、
市
町
村
組
合
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
な
く

　
て
は
な
ら
な
い
場
合
、
教
会
財
団
法
人
は
、
と
く
に
地
域
的
財
団
法
人
お
よ
び
教
会
禄
財
団
法
人
で
あ
る
。

第
三
七
条
　
「
教
会
財
団
法
人
は
、
も
し
財
団
法
人
目
的
の
永
続
的
実
現
が
、
財
団
法
人
財
産
の
収
益
か
ら
保
証
づ
き
で
あ
る
と
見
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え
る
か
、
ま
た
は
、
関
係
教
会
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
場
合
は
関
係
教
会
の
申
請
に
も
と
づ
い
て
認
可
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

　
い
。
さ
ら
に
、
教
会
財
団
法
人
に
つ
い
て
、
本
法
第
一
章
の
規
定
が
、
十
四
条
お
よ
び
十
六
条
を
除
い
て
、
適
用
さ
れ
る
。
す
な

　
わ
ち
八
条
三
項
一
段
に
お
い
て
認
可
主
務
官
庁
の
代
り
に
、
当
該
教
会
当
局
が
な
る
。
認
可
の
際
の
、
教
会
財
団
法
人
の
寄
附
行

　
為
の
修
補
に
は
、
当
該
教
会
財
団
法
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。

第
三
八
条
　
教
会
財
団
法
人
は
、
関
係
教
会
の
保
護
の
下
に
在
る
。
た
だ
し
三
一
条
一
項
四
号
の
場
合
に
は
、
認
可
の
請
求
に
対
す

　
る
義
務
が
、
ラ
ン
ト
の
財
団
法
人
監
督
官
庁
に
よ
っ
て
存
続
す
る
。

第
三
九
条
　
教
会
財
団
法
人
の
氏
名
、
住
所
、
目
的
、
代
理
、
管
理
お
よ
び
監
督
に
関
す
る
一
般
的
規
定
の
（
発
布
）
は
、
教
会
の

　
任
務
で
あ
る
。
教
会
は
、
お
そ
く
と
も
、
そ
の
施
行
の
四
週
間
前
に
、
ラ
ン
ト
大
臣
に
、
講
義
お
よ
び
信
仰
の
た
め
に
提
出
し
な

　
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
規
定
の
変
更
の
た
め
に
、
本
法
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

第
四
〇
条
　
本
節
の
規
定
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
崇
拝
団
体
、
そ
の
他
の
宗
教
団
体
お
よ
び
世
界
観
団
体
の
、
類
似
の
財
団
法
人
に
対

　
し
て
、
そ
れ
ら
が
バ
イ
エ
ル
ン
の
公
法
上
の
団
体
で
あ
る
限
り
同
じ
方
法
で
、
適
用
す
る
。

第
四
一
条
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
財
団
法
人
寄
附
行
為
の
例

①
家
族
財
団
法
人
の
生
前
寄
附
行
為
の
例

　
こ
こ
に
私
、
ベ
ル
リ
ン
ー
ウ
イ
ル
メ
ル
ス
ド
ル
フ
在
住
の
商
人
、
ラ
イ
ホ
ル
ト
・
ク
レ
ッ
ペ
ル
は
「
ラ
イ
ホ
ル
ト
・
ク
レ
ッ
ぺ
ル

家
族
財
団
」
と
い
う
名
称
で
、
ベ
ル
リ
ン
ー
ウ
イ
ル
メ
ル
ス
ド
ル
フ
に
住
所
を
置
く
財
団
法
人
を
設
立
す
る
。
私
は
、
ベ
ル
リ
ン
ー
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ウ
イ
ル
メ
ル
ス
ド
ル
ラ
の
カ
ー
ル
ク
レ
ッ
ペ
ル
商
会
え
の
私
の
貸
金
か
ら
、
二
五
〇
、
〇
〇
〇
Ｄ
Ｍ
の
債
権
を
財
団
法
人
に
差
向
け

る
。
こ
の
債
権
は
、
カ
ー
ル
、
ク
レ
ッ
ペ
ル
商
会
と
、
一
九
五
八
年
一
〇
月
一
五
日
の
年
六
分
の
利
子
を
支
払
う
べ
き
貸
金
の
協
定

に
合
す
る
。
云
々
。
本
財
団
法
人
は
以
下
の
根
本
規
定
を
持
だ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
条
　
「
財
団
法
人
は
、
設
立
者
お
よ
び
彼
の
家
族
の
構
成
員
に
、
財
団
財
産
の
収
益
か
ら
、
毎
月
、
総
額
五
〇
〇
Ｄ
Ｍ
ま
で
、

　
身
分
相
応
の
生
活
維
持
の
た
め
に
、
寄
附
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
目
的
を
持
つ
。
た
だ
し
、
彼
ら
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
負
債

　
を
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
生
活
維
持
は
、
彼
ら
の
、
そ
の
他
の
収
入
か
ら
、
彼
に
帰
属
す
る
法
律
の
扶
養
請
求
権
を
含
め
て
、
支

　
払
う
べ
き
限
り
に
お
い
て
の
み
。
」
「
身
分
相
応
の
生
活
維
持
の
た
め
、
や
は
り
、
才
能
お
よ
び
必
要
な
勤
勉
が
、
当
該
地
位
の
証

　
明
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
限
り
、
学
校
の
上
級
段
階
へ
の
進
学
は
、
高
等
学
校
卒
業
試
験
ま
で
、
お
よ
び
、
高
等
の
学
校
に
お
け
る

　
研
究
は
、
狭
義
の
就
業
に
属
す
る
。
」
「
本
寄
附
行
為
の
意
味
の
家
族
員
は
、
設
立
者
の
相
続
夫
人
お
よ
び
相
続
人
た
る
子
孫
で
あ

　
る
。
」
「
家
族
員
と
し
て
の
資
格
は
、
公
文
書
に
よ
っ
て
、
理
事
団
に
示
さ
れ
る
。
」

第
二
条
　
「
設
立
者
お
よ
び
家
族
長
に
、
一
条
の
条
件
の
存
在
に
よ
っ
て
、
給
付
に
つ
い
て
の
請
求
権
が
帰
属
す
る
」
。
（
以
下

　
略
）
。

第
三
条
　
「
財
団
法
人
の
最
初
の
理
事
は
、
設
立
者
が
な
る
。
彼
の
脱
離
の
後
、
理
事
団
は
数
が
十
分
で
あ
る
限
り
、
制
限
さ
れ
な

　
い
、
家
族
員
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
三
人
の
業
務
執
行
能
力
者
で
成
立
す
る
」
。
「
設
立
者
は
、
後
継
者
を
決
定
し
、
お

　
よ
び
、
こ
の
役
職
に
受
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
場
合
、
設
立
者
の
補
充
員
は
、
監
督
官
庁
に
対
す
る
撤
回
の
表
明
に
よ
っ
て
決
定

　
す
る
。
理
事
団
は
、
そ
の
時
、
平
等
な
方
法
で
、
彼
の
後
継
者
の
決
定
に
あ
た
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
な
数
が
欠
け

　
る
と
き
は
、
欠
員
は
、
単
純
多
数
投
票
で
選
出
さ
れ
る
。
緊
急
の
際
は
、
監
督
官
庁
の
指
名
に
よ
る
。
」
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第
四
条
　
「
理
事
団
は
、
寄
附
行
為
変
更
の
場
合
を
除
き
、
多
数
決
に
従
っ
て
決
議
を
行
う
」
。
「
財
団
法
人
を
代
表
す
る
た
め
に
、

　
設
立
者
の
離
脱
後
は
、
二
人
の
理
事
団
員
が
、
常
に
理
事
団
と
し
て
の
権
利
を
有
す
る
」
。
「
理
事
団
は
財
団
法
人
を
管
理
す
る
。

　
理
事
は
ま
た
、
交
易
に
必
要
な
慎
重
な
注
意
の
下
で
、
財
団
財
産
の
増
加
の
た
め
に
合
目
的
的
と
思
わ
れ
る
業
務
を
行
う
権
利
が

　
あ
る
」
。
「
理
事
団
は
、
彼
に
提
出
さ
れ
た
報
告
に
基
い
て
、
家
族
員
に
よ
る
、
家
系
譜
を
作
る
」
。
「
理
事
団
は
、
財
団
法
人
の
財

　
産
に
財
団
目
的
に
危
害
な
く
認
容
さ
れ
る
限
り
、
家
族
長
に
任
意
な
供
与
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
は
一

　
様
に
、
諸
関
係
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
設
立
者
の
相
続
人
と
し
て
の
資
格
が
あ
る
。
も
し
相
続
人
が
供
与
に
関
す
る

　
協
議
の
時
に
死
亡
し
た
場
合
は
、
設
立
者
は
、
彼
の
存
命
中
、
分
配
と
し
て
届
け
て
い
た
総
供
与
額
の
半
分
を
受
取
る
。
そ
の
結

　
果
、
彼
の
家
攻
員
は
他
の
半
分
に
制
限
さ
れ
る
」
。
「
供
与
の
許
認
に
関
す
る
、
ま
た
は
そ
の
分
配
の
方
法
に
関
す
る
争
が
あ
れ

　
ば
、
二
条
に
規
定
す
る
仲
才
才
判
所
が
才
判
す
る
。
」

第
五
条
　
家
族
会
議
は
、
家
系
譜
に
採
り
上
げ
た
家
族
員
か
ら
成
る
。
彼
ら
の
任
務
は
寄
附
行
為
二
条
、
三
条
お
よ
び
六
条
か
ら
生

　
ず
る
。
家
族
会
議
は
理
事
団
に
よ
っ
て
、
寄
附
行
為
に
従
い
、
そ
れ
に
対
す
る
要
求
が
存
在
す
る
た
び
毎
に
、
書
留
通
信
で
、
構

　
成
員
に
対
し
、
二
週
間
の
期
間
の
厳
守
の
下
に
招
集
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
理
事
団
員
の
一
人
が
議
長
に
な
る
。
会
議
は
、
財
団

　
法
人
の
解
散
に
関
し
な
い
限
り
、
出
席
者
の
単
純
多
数
で
議
決
す
る
。
投
票
数
同
数
の
際
は
議
長
の
決
定
に
よ
る
。

第
六
条
　
「
寄
附
行
為
の
変
更
は
理
事
団
の
万
場
一
致
に
よ
っ
て
の
み
、
財
団
法
人
の
解
散
は
家
族
会
議
の
万
場
一
致
に
よ
っ
て
の

　
み
決
定
さ
れ
得
る
し
。
「
両
方
法
の
議
決
に
は
、
監
督
官
庁
の
認
可
を
必
要
と
す
る
。
」

第
七
条
　
財
団
法
人
の
解
散
の
場
合
に
は
、
理
事
団
員
に
よ
る
清
算
人
と
し
て
の
清
算
が
必
要
で
あ
る
。
財
団
は
、
そ
れ
自
身
の
規

　
則
に
よ
り
ヽ
あ
た
か
も
そ
れ
ら
が
四
条
に
よ
っ
て
任
意
の
供
与
の
た
め
に
為
さ
れ
た
よ
う
に
分
配
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
権
利
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者
が
、
こ
の
決
定
に
従
っ
て
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
な
ら
、
財
産
は
、
監
督
官
庁
に
よ
っ
て
規
定
す
べ
き
人
的
範
囲
の
援
助

　
を
目
的
に
持
つ
と
こ
ろ
の
、
財
団
法
人
に
与
え
ら
れ
る
。

　
ベ
ル
リ
ン
ー
ヴ
イ
ル
メ
ル
ス
ド
ル
フ
　
（
に
お
い
て
）

　
一
九
五
八
年
一
二
月
二
七
日

　
　
　
　
ラ
イ
ホ
ル
ト
・
ブ
レ
ッ
ペ
ル

②
財
団
法
人
寄
附
行
為
の
ひ
な
型

　
（
一
九
六
一
年
の
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
財
団
法
人
監
督
庁
の
推
薦
す
る
、
拘
束
力
の
な
い
も
の
）

　
前
文

　
誰
某
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
も
と
づ
き
、
本
書
に
よ
り
、
独
立
の
財
団
法
人
を
設
立
し
、
次
の
寄
附
行
為
を
定
め
る
。
（
こ
こ
に
動
機
、
沿

革
、
設
立
の
契
機
等
も
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
）

第
一
条
　
「
本
財
団
法
人
は
○
○
財
団
法
人
と
称
す
る
」
。
「
本
財
団
法
人
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
権
利
能
力
あ
る
財
団
で
あ
る
」
。
「
本
財
団

　
法
人
は
、
自
由
か
つ
ハ
ン
ザ
同
盟
都
市
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
住
所
を
も
つ
。
」

第
二
条
　
本
財
団
法
人
の
排
他
的
、
直
接
的
目
的
は
○
○
Ｏ
Ｏ
Ｏ
で
あ
る
。

第
三
条
　
本
財
団
法
人
は
○
○
○
の
財
産
を
準
備
す
る
。
」
「
こ
の
財
産
中
の
一
部
は
、
正
し
く
は
総
額
○
○
を
、
現
状
で
は
手
を
触

　
れ
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
基
金
と
し
て
充
て
る
。
」
「
財
団
法
人
財
産
は
、
財
団
法
人
の
後
援
者
に
よ
っ
て
明
白
な
要
望
を
示
さ
れ

　
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
ら
の
総
額
、
権
利
お
よ
び
目
的
物
で
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
排
他
的
、
直
接
的
に
、
二
条
に
い
わ
ゆ
る

　
目
的
に
役
立
つ
べ
き
で
あ
る
」
。
「
財
団
法
人
財
産
は
、
そ
の
現
状
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
た
だ
、
売
却
代
金
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に
相
応
す
る
財
産
が
入
手
さ
れ
得
る
場
合
に
の
み
、
売
却
し
た
り
ま
た
は
負
債
を
負
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
財
産
の
利
益
は
、
原

　
則
と
し
て
、
財
団
法
人
目
的
の
達
成
の
た
め
に
の
み
、
使
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
「
財
団
法
人
財
産
の
全
収
益
、
財
団
法
人

　
へ
の
贈
与
そ
の
他
の
全
収
入
は
、
公
益
、
慈
善
ま
た
は
教
会
目
的
の
た
め
に
結
集
さ
れ
る
。
」
「
財
団
法
人
は
、
そ
の
収
益
の
全
部

　
ま
た
は
一
部
を
、
租
税
保
護
の
た
め
の
寄
附
行
為
の
目
的
を
永
続
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
ま
た
は
そ
れ
が
必
要

　
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
予
備
金
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
財
団
法
人
の
寄
附
行
為
の
目
的
に
奉
仕
す
る
集
合
財
産
は
、
租
税

　
の
規
定
の
意
味
に
お
け
る
目
的
財
産
と
し
て
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

第
四
条
　
「
財
団
法
人
財
産
は
、
利
子
附
で
、
通
常
の
商
人
の
慎
重
さ
に
従
っ
て
、
安
全
、
妥
当
で
あ
る
と
こ
ろ
の
価
値
に
お
い
て

　
投
資
す
べ
き
で
あ
る
。
」
「
不
時
の
収
入
は
、
寄
附
行
為
の
目
的
の
た
め
に
の
み
使
わ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
下
略
）
。
」

第
五
条
　
財
団
法
人
は
、
理
事
団
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
。
理
事
団
は
Ｏ
Ｏ
人
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
最
初
の
理
事
団
の
任
命
は
、

　
設
立
者
の
寄
附
行
為
に
基
づ
く
。
」
「
理
事
団
は
、
議
長
と
そ
の
代
理
者
を
順
序
に
選
ぶ
。
理
事
団
は
、
業
務
規
則
を
も
つ
。
理
事

　
団
は
、
広
般
な
必
要
的
全
職
務
を
そ
の
下
部
機
構
に
分
配
す
る
。
理
事
団
員
の
欠
け
る
場
合
、
残
余
の
理
事
団
員
は
直
ち
に
新
し

　
い
理
事
団
員
を
選
ぶ
。
」
「
理
事
団
員
は
、
そ
の
職
務
を
名
誉
職
と
し
て
執
行
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
実
費
の
償
還
請
求
権
を
も
つ
。
」

　
「
会
議
は
、
必
要
を
応
じ
て
、
理
事
団
に
よ
り
開
催
さ
れ
る
。
議
長
は
、
障
害
あ
る
と
き
は
代
理
者
が
、
集
会
所
と
時
日
を
定
め
て

　
招
集
し
か
つ
会
議
を
行
う
。
各
事
業
年
度
内
に
少
く
と
も
一
回
の
理
事
団
会
議
を
開
催
し
、
年
度
会
計
に
つ
い
て
決
議
す
る
（
下

　
略
）
。
」
「
（
略
）
欠
席
し
た
理
事
団
員
は
決
議
に
つ
き
通
知
を
う
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
彼
は
、
あ
と
か
ら
の
異
議
申
立
権
は
な
い
。
」

第
六
条
　
財
団
法
人
理
事
団
は
、
本
寄
附
行
為
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
出
席
者
の
単
純
多
数
投
票
で
決
定
す
る
。
同
数
の
場

　
合
は
議
長
が
、
彼
が
欠
席
の
と
き
は
そ
の
代
理
者
が
決
す
る
。
理
事
団
は
、
少
く
と
も
○
○
人
の
理
事
団
員
が
出
席
し
て
い
る
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と
き
、
有
効
な
議
決
を
な
し
得
る
。
（
以
下
略
）
。

第
七
条
　
「
財
団
法
人
理
事
団
に
は
、
こ
の
寄
附
行
為
の
規
定
に
よ
り
何
ら
他
の
こ
と
が
ら
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
財
団
法
人
の

　
支
配
ま
た
は
管
理
な
ら
び
に
そ
の
全
事
務
に
つ
い
て
の
決
定
権
が
あ
る
。
」
「
理
事
団
は
、
個
々
の
理
事
団
員
に
つ
い
て
の
特
定
の

　
業
務
の
解
決
を
他
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
略
）
。
「
財
団
法
人
は
、
才
判
上
、
才
判
外
、
理
事
団
の
議
長
お
よ
び
そ
の
他

　
の
理
事
団
員
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
理
事
団
は
そ
の
合
法
的
な
業
務
執
行
に
つ
い
て
助
力
者
を
差
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い

　
し
、
ま
た
、
万
一
の
場
合
は
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。
」

第
八
条
　
（
事
業
年
度
）
（
省
略
）

第
九
条
財
団
法
人
は
、
排
他
的
、
直
接
的
に
、
税
法
の
規
定
す
る
意
味
の
、
公
益
唇
、
慈
善
、
ま
た
は
教
会
目
的
を
逐
行
す
る
。

第
二
〇
条
　
（
援
助
金
）
（
省
略
）

第
一
一
条
　
「
本
寄
附
行
為
の
変
更
に
関
す
る
議
決
に
は
、
本
寄
附
行
為
六
条
一
項
と
異
り
、
全
理
事
団
の
四
分
の
三
以
上
の
同
意

　
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
財
団
法
人
の
目
的
変
更
を
対
象
に
す
る
と
こ
ろ
の
寄
附
行
為
変
更
の
た
め
に
は
、
理
事
団
員
全
員
一
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致
の
理
事
団
決
談
か
必
要
で
あ
る
。
」
（
中
略
）
。
「
財
団
法
人
の
解
散
ま
た
は
廃
止
に
際
し
、
ま
た
は
財
団
法
人
の
従
来
の
目
的
の
中

　
止
に
際
し
、
財
産
を
如
何
に
使
用
す
べ
き
か
に
関
す
る
議
決
は
、
ま
づ
第
一
に
、
当
該
財
政
当
局
の
同
意
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
」

第
一
二
条
　
「
財
団
法
人
の
解
散
に
関
す
る
一
一
条
一
項
二
号
に
従
っ
て
、
理
事
団
決
議
が
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
理
事
団
決
議

　
は
、
彼
が
監
督
官
庁
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
場
合
は
、
と
に
か
く
有
効
で
あ
る
。
」
「
財
団
法
人
の
解
散
に
際
し
、
そ
の
残
余
財
産

　
は
、
全
て
の
債
務
を
控
除
し
た
後
、
こ
の
寄
附
行
為
の
意
味
に
於
て
、
そ
れ
を
直
接
、
公
益
、
慈
善
ま
た
は
教
会
目
的
に
使
わ
な

　
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
他
の
権
利
能
力
あ
る
財
団
に
帰
属
す
る
。
」

第
一
三
条
（
監
督
官
庁
）
（
略
）

第
一
四
条
（
寄
附
行
為
の
効
力
発
生
の
日
）
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
署
名

○
一
般
的
注
意
事
項

①
　
財
団
法
人
は
原
則
と
し
て
、
自
然
人
ま
た
は
法
人
の
み
が
設
立
で
き
る
。
財
団
法
人
が
自
然
人
で
設
立
さ
れ
る
き
と
は
、
署
名

に
よ
る
証
明
が
必
要
で
あ
る
。
法
人
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
公
認
（
資
格
確
定
）
が
要
求
さ
れ
る
。

②
　
署
名
し
た
財
団
法
人
寄
附
行
為
b
t
a
z
u
n
g
.
の
外
に
、
初
に
寄
附
行
為
S
t
i
f
t
u
n
g
s
g
e
c
h
a
f
t
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
捧

げ
ら
れ
た
財
団
法
人
財
産
お
よ
び
財
団
法
人
目
的
を
認
め
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
設
立
者
意
思
が
要
請
さ
れ
る
。
寄
附

行
為
に
は
第
コ
煩
の
場
合
と
同
じ
く
署
名
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

③
　
後
見
人
会
の
補
足
的
機
能
が
要
望
さ
れ
る
場
合
は
（
前
掲
の
）
ひ
な
型
寄
附
行
為
七
条
以
下
の
適
当
な
規
定
に
適
合
さ
せ
な
く
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て
は
な
ら
な
い
。

④
　
設
立
者
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
条
に
従
っ
て
、
財
団
法
人
に
保
証
さ
れ
る
財
産
を
、
ラ
ン
ト
の
財
団
法
人
認
可
の
日
に
、
移
転
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
。

⑤
　
前
述
の
ひ
な
型
寄
附
行
為
は
、
た
だ
、
道
標
と
し
て
役
立
ち
、
か
つ
、
希
望
の
関
係
に
調
子
を
合
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
財
団
法
人
に
対
し
て
、
租
税
法
、
監
督
法
の
規
定
を
（
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
）
含
む
。

　
　
　
　
　
　
　
五
　
財
団
法
人
に
関
す
る
若
干
の
事
項
の
解
釈

　
財
団
法
人
に
関
す
る
解
釈
の
通
説
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
若
干
の
事
項
に
つ
い
て
あ
げ
、
終
り
に
、
立
法
論
的
見
解
に
触
れ
る
。

１
　
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
於
け
る
財
団
法
人
の
解
釈

①
　
財
団
法
人
の
意
義
ま
た
は
本
質
に
つ
い
て
。
「
財
団
法
人
に
は
、
法
人
格
を
担
荷
す
る
も
の
と
考
え
得
る
人
的
集
団
が
欠
け
て

い
る
。
」
「
そ
れ
故
、
財
団
法
人
が
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
一
再
な
ら
ず
生
ず
る
こ
と
だ
が
、
人
的
集
団
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
場
合
で

す
ら
、
こ
の
人
的
集
団
は
法
人
で
は
な
く
、
た
だ
、
外
部
の
（
財
団
法
人
の
）
事
務
の
管
理
者
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
法
人
格
の
担

い
手
は
、
財
団
財
産
で
も
な
く
（
こ
れ
は
法
目
的
で
あ
っ
て
、
法
主
体
で
は
な
い
）
、
一
定
の
目
的
が
永
続
的
に
人
間
の
手
に
よ
っ

て
実
施
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
組
織
（
施
設
）
自
体
で
あ
る
」
。
「
財
団
法
人
は
、
そ
れ
故
、
人
的
集
団
に
存
立
し
な
い
で
、
法
人
格
の
与

え
ら
れ
た
一
定
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
か
」
。
こ
の
組
織
の
重
要
な
部
分
が
、
そ
の
目
的
の
た
め
の
財
団
財
産
の
結
合

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
財
団
法
人
の
本
質
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
ブ
リ
ン
ッ
の
い
う
よ
う
に
、
財
団
法
人
を
目
的

財
産
そ
の
も
の
と
す
る
見
解
を
と
ら
ず
②
、
ま
た
、
ギ
ー
ル
ケ
圓
の
よ
う
に
「
財
団
法
人
は
、
自
然
的
な
社
会
的
有
機
体
で
あ
り
、
そ
の
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②
　
財
団
法
人
の
機
関
・
自
治
規
定
V

e
r
t
a
s
s
u
n
g

　
Ａ
　
理
事
団
・
理
事
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
六
条
二
項
は
、
理
事
団
が
法
定
代
理
人
の
地
位
を
有
す
る
、
と
な
し
、
同
三
二
条
は
「
理
事
そ

の
他
の
社
団
機
関
」
と
す
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
は
、
財
団
法
人
を
未
成
年
者
ま
た
は
そ
の
他
の
行
為
無
能
力
者
に
み
た
て
、
理
事
団
を
後

見
人
に
た
と
え
、
国
家
を
上
級
後
見
人
と
す
る
よ
う
な
考
え
方
が
、
残
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
日
本
の
通
説

が
、
機
関
と
代
理
人
と
は
別
な
法
的
地
位
を
も
つ
も
の
と
し
て
い
る
の
に
反
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
こ
の
両
者
を
文
言
上
、
明
か
に
し
て

い
な
い
（
た
だ
し
、
ぺ
零
吽
の
E
n
叫
を
代
表
と
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
）
。
E
n
n
e
c
c
e
r
u
s
-
N
i
p
p
e
r
d
e
y

"
Q
'
理
事
団
の
外
に
、
財

団
法
人
は
、
法
律
上
、
如
何
な
る
機
関
も
持
た
な
い
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
六
条
の
理
事
団
が
「
法
定
代
理
人
の
地

位
」
を
も
つ
と
い
う
点
を
、
そ
の
脚
註
で
、
し
か
し
理
事
団
は
、
実
際
は
、
代
理
人
で
は
な
く
て
、
正
に
意
思
主
体
と
考
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
意
思
機
関
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
テ
ュ
ー
ル
も
ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
条
、
三
一
条
を
解
釈
す
る
と
き
、
お
よ
び
他
の
箇

所
で
、
理
事
団
を
財
団
法
人
の
機
関
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
レ
ｌ
マ
ン
も
、
支
配
的
な
学
説
（
機
関
説
）
で
は
、
理
事
団
の
法
律

精
神
は
有
機
体
の
中
に
活
動
す
る
設
立
者
の
意
思
に
、
お
よ
び
、
有
機
体
の
身
体
は
、
こ
の
意
思
実
現
の
た
め
に
組
立
て
ら
れ
た
人

間
の
団
体
を
形
成
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
、
一
般
に
と
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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構
成
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
六
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
、
理
事
団
は
決
し
て
固
有
の
意
味
の
代
理
人
で
は
な
く
て
機
関

で
あ
る
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
財
団
法
人
の
不
法
行
為
能
力
を
認
め
た
か
ら
、
右
に
つ
い
て
の
全
て
の
論
争
は
、
実
用
的
に
は
無
意
味
に
な

っ
た
、
と
し
て
い
る
。

　
Ｂ
　
自
治
規
定
は
、
第
一
に
、
ラ
イ
ヒ
お
よ
び
ラ
ン
ト
の
強
制
的
規
定
に
よ
り
、
第
二
に
寄
附
行
為
S
t
i
f
t
u
n
g
s
g
e
s
c
h
a
f
t
に
よ

り
、
ま
た
応
急
的
に
は
ラ
イ
ヒ
法
お
よ
び
ラ
ン
ト
法
の
補
完
で
、
そ
の
財
団
法
人
の
由
来
を
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ

田る
。
法
律
の
規
定
が
任
意
性
の
場
合
は
、
寄
附
行
為
b
a
t
z
u
n
g
が
先
き
に
適
用
さ
れ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
五
条
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
ヒ
法
と

並
ん
で
、
ラ
ン
ト
法
が
考
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
条
件
は
、
ラ
ン
ト
法
に
対
し
、
ラ
イ
ヒ
に
所
属
す
る
財
団
法
人
の
認

可
に
際
し
て
の
、
一
の
相
関
的
観
念
で
あ
る
。
こ
の
二
の
法
源
の
関
係
は
、
強
制
力
あ
る
ラ
イ
ヒ
法
は
ラ
ン
ト
法
に
先
行
し
、
任
意

法
的
ラ
イ
ヒ
法
は
、
ラ
ン
ト
法
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
、
変
更
さ
れ
得
る
。

③
　
財
団
法
人
の
設
立

　
財
団
法
人
の
設
立
は
、
寄
附
行
為
S
t
i
f
t
u
n
g
s
g
e
s
c
h
a
f
t
と
国
の
認
可
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
ａ
、
寄
附
行
為
は
（
、
財
団
の
目
的

を
示
し
、
通
例
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
財
産
を
用
立
て
、
設
立
者
の
意
思
を
知
ら
し
め
、
財
団
を
法
律
上
の
独
立
主
体
と
し
て
生
命

を
ふ
き
込
む
意
思
表
示
で
あ
る
。
通
常
そ
れ
は
、
同
時
に
管
理
の
秩
序
、
ま
づ
第
一
に
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
理
事
団
ま
た
は
理
事
団
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が
造
ら
る
べ
き
規
則
の
制
定
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
本
質
的
内
容
は
、
一
定
目
的
の
確
立
に
存
る
。
非
常
に
論
争
さ
れ
た
の
は
、
財
団

法
人
の
財
産
賦
与
は
、
寄
附
行
為
の
本
質
的
部
分
で
あ
る
か
否
か
の
点
で
あ
る
（
。

ｂ
、
認
可
。
ラ
ン
ト
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
普
通
法
や
ブ
ロ
イ
セ
ン
法
上
の
有
力
な
学
説
が
と
る
よ
う
に
、
設
立
者
の
意
思
（
寄
附

行
為
）
に
よ
っ
て
成
立
し
た
財
団
を
国
家
が
単
に
嘉
納
し
承
諾
す
る
に
過
ぎ
な
い
、
即
ち
国
家
の
宣
言
的
、
遡
及
的
性
質
を
有
す
る

に
過
ぎ
な
い
か
、
ま
た
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
ハ
○
条
の
い
う
よ
う
に
、
成
立
要
件
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
争
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
認
可

は
原
則
と
し
て
官
庁
の
自
由
才
量
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
設
立
者
の
意
思
な
く
し
て
、
ま
た
通
例
、
そ
の
申
請
が
な
け
れ
ば
で

き
な
い
。
し
か
し
遺
言
設
立
に
よ
っ
て
、
こ
の
意
思
は
黙
示
的
に
明
か
に
さ
れ
る
。
認
可
は
、
有
効
な
寄
附
行
為
が
存
存
す
る
場
合

に
の
み
、
有
効
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
財
団
法
人
が
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
無
効
な
遺
言
に
基
い
て
認
可
が
与

え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
真
正
な
相
続
人
の
権
利
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
方
法
に
お
い
て
も
侵
害
さ
れ
な
い
。
財
団
法
人
は

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
認
可
は
、
た
だ
、
副
次
的
意
味
し
か
も
だ
な
い
。
認
可
は
、
寄
附
行
為
の
欠
か
ん
を
矯
正
し
な
い
。
認
可

を
与
え
る
前
は
、
財
団
は
未
決
定
状
態
に
在
る
。
最
終
的
に
認
可
が
な
さ
れ
な
い
と
、
寄
附
行
為
は
そ
こ
で
は
、
認
可
と
共
に
共
同

し
て
の
み
働
き
得
る
し
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
が
、
効
力
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
認
可
に
関
す
る
新
し
い
申
請
は
、
も
は
や
、

古
い
寄
附
行
為
に
も
と
づ
い
て
提
出
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
認
可
は
当
局
の
自
由
意
思
に
よ
る
。
ま
た
、
認
可
は
そ
の
授

与
が
あ
る
ま
で
は
、
彼
ら
（
設
立
者
）
の
寄
附
行
為
の
撤
回
が
な
い
と
い
う
消
極
的
な
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
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争
の
あ
る
の
は
、
寄
附
行
為
と
認
可
と
の
関
係
で
あ
る
。
支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
寄
附
行
為
は
財
団
法
人
の
本
来
の
法
的
基

礎
で
あ
り
、
認
可
は
た
だ
副
次
的
意
味
し
か
持
だ
な
い
。
認
可
は
寄
附
行
為
の
瑕
疵
を
矯
正
し
な
い
、
と
。
常
に
財
団
法
人
の
法
人

格
は
、
当
局
が
認
可
を
取
消
す
ま
で
は
、
そ
う
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
疆
。
認
可
と
共
に
財
団
法
人
は
成
立
す
ら
。
国
の
認
可
は
、

社
団
に
権
利
能
力
を
与
え
る
場
合
の
よ
う
に
、
寄
附
行
為
に
歩
み
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
財
団
法
人
が
、
法
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

と
し
て
の
生
命
を
ふ
き
こ
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
形
成
的
国
家
行
為
で
あ
る
。
認
可
は
当
局
の
自
由
才
量
に
あ
る
。
当
局
は
ラ
ン
ト
法
に

よ
っ
て
決
定
す
る
。
財
団
法
人
は
、
た
だ
、
設
立
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
通
り
に
認
可
さ
れ
得
る
。
当
局
が
変
更
を
望
ん
だ
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｍ

は
、
設
立
者
に
、
そ
の
よ
う
に
行
う
こ
と
を
誘
う
こ
と
は
で
き
る
。

④
　
財
団
法
人
の
種
類

　
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
（
財
団
）
法
人
を
一
般
の
財
団
法
人
と
公
法
上
の
財
団
法
人
と
に
区
別
し
た
。
一
般
の
財
団
法
人
を
ラ
ン
ト
の
財
団

法
人
立
法
は
種
々
区
別
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
家
族
財
団
法
人
、
教
会
財
団
法
人
、
慈
善
財
団
法
人
な
ど
が
あ
る
。

　
公
法
上
の
財
団
法
人
は
、
公
務
遂
行
者
と
し
て
、
法
律
ま
た
は
行
政
行
為
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
そ
の
組
織
法
が
法
規
に
よ
っ
て
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定
め
ら
れ
て
い
る
財
団
法
人
、
ま
た
は
後
に
な
っ
て
、
法
律
ま
た
は
主
務
官
庁
に
よ
っ
て
公
務
遂
行
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
財
団
法

人
で
あ
る
。

　
教
会
財
団
法
人
は
、
教
会
の
宗
教
目
的
に
捧
げ
ら
れ
る
財
団
法
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
狭
義
の
教
会
財
団
法
人
（
そ
の
教
会
に
関
連

あ
る
法
的
関
係
が
あ
り
、
教
会
の
財
産
と
収
益
は
、
地
域
的
教
会
の
目
的
、
必
要
に
奉
仕
す
る
も
の
）
、
教
会
祿
財
団
法
人
（
教
会

役
職
の
財
産
法
的
賦
与
・
目
的
に
捧
げ
ら
れ
、
役
職
の
財
の
享
有
は
継
続
的
、
非
回
収
的
に
貨
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
）
、
そ
の
他
の
教

会
財
団
法
人
（
財
団
法
人
の
一
定
の
目
的
に
応
じ
て
、
教
会
の
必
要
な
支
払
、
債
権
に
奉
仕
す
る
も
の
）
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
。
あ

る
立
法
で
は
、
⑤
宗
教
団
体
の
教
会
的
要
求
の
充
足
の
た
め
に
そ
の
財
産
が
定
ま
っ
て
い
る
も
の
、
⑧
教
会
の
た
め
の
法
律
に
従
っ

て
設
立
さ
れ
た
、
教
会
施
設
の
た
め
の
財
団
法
人
の
外
、
⑥
主
と
し
て
貧
困
援
助
ま
た
は
病
人
保
護
の
た
め
に
き
め
ら
れ
た
特
定
の

法
に
よ
っ
て
、
一
般
に
「
教
会
的
」
と
認
め
ら
れ
た
財
団
法
人
、
⑩
ラ
ン
ト
法
、
教
会
監
督
官
庁
に
よ
っ
て
、
明
か
に
、
特
に
「
教

会
的
」
と
認
め
ら
れ
た
か
、
才
判
上
の
効
力
に
よ
っ
て
「
教
会
的
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る
財
団
法
人
、
を
教
会
法
人
と
し
て
い
る

の
も
あ
る
。

　
教
会
財
団
法
以
外
の
も
の
は
世
俗
的
財
団
法
人
と
も
よ
ば
れ
る
。
こ
の
中
の
、
家
族
財
団
法
人
は
「
寄
附
行
為
に
従
っ
て
、
専

ら
、
特
定
家
族
構
成
員
全
体
に
奉
仕
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
信
託
的
財
団
ま
た
は
非
独
立
財
団
(
F
i
d
u
z
i
a
r
i
s
c
h
e
s
t
i
f
t
u
n
g

o
d
`
{
y
S
F
s
t
回
d
紅
a
t
応
E
n
叫
}
　
は
、
通
常
財
団
法
人
と
は
呼
ば
れ
な
い
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
b
t
i
i
t
u
n
g
と
し
て
い

る
見
解
も
あ
る
。
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